
別紙３ 支給決定等の流れ 

内 容

① 利用希望者が事業所に在宅利用受け入れが可能か相談する。

② 事業所は、利用希望者の在宅利用の必要性についてアセスメントする。

③ 事業所は、アセスメント結果を踏まえて、

・「就労移行支援、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）における在宅利用のための申立書」

・「個別支援計画」（在宅利用を盛り込んだもの）

・「運営規定」の写し（在宅で実施する訓練内容及び支援内容が明記されているも

の）

を作成する。

④ 相談支援事業所は、利用希望者からの依頼により、

・「サービス等利用計画（案）」

を作成する。

 ※事業所は「③」で作成した資料を事前に相談支援事業所に提供し、事前に計画

策定の可否を検討し、本人との面談（モニタリング等）を踏まえて計画を作成

する。

⑤ 利用希望者は、「③」「④」において作成された書類を添付し、障がい福祉サービス

の利用申請若しくは変更申請を行う。

（必要に応じて、市が申立書に関する事項や在宅利用の必要性に関するアセスメン

ト結果及び支援方針をお聞きする場合があります。）

⑥ 市は、上記③の申立書及び上記④を基に、利用希望者が上記在宅利用の対象者像に

あてはまるか否かを判断する。

⑦ 市は、受給者証の発行に際して支給決定内容欄に「在宅利用可」の旨を付記する。

⑧ 事業所は，受給者証が「在宅利用可」となっていることを確認してから在宅利用の

サービスを提供する。



■受給者証記載例 


